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１．はじめに

 現在稼働しているシステムの契約終了に伴い、新規システムの導入を行う。システム

導入後も利用者の操作性等を損なわないようにするため、次に記載するシステムを採用

するものとする。 

２．納入物品一覧

・レセコンシステム（Medicom－HRiV） 一式 （OS：Windows10） 

項目 機器名称 型番等 数量 

ハ
ー
ド
ウ
エ
ア
類

Medicom－HRiV スタンドアロン PC

※付属品としてマウス及びキーボー

ド 

MV-J29PDRA 1 

外付型ハードﾃﾞｨｽｸ装置  MV-JDU30A 1 

17 型液晶ディスプレイ  MV-JMT17E １ 

レーザープリンタ MV-JPML45A １ 

無停電電源装置 MV-JX005B １ 

ルータ  MV-JCRNVR510 １ 

ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
類

診察用医事基本ソフト MV-SH842B １ 

国保総括ソフト MV-SA800CT １ 

導入時コーディング 一式 ※１ 

設置調整 一式 ※２ 

データ転送 一式 ※３ 

オンライン請求設定 一式 

 ※１ 導入時の機器の取扱い指導や現場立ち会い、月初レセプト発行の指導等 

 ※２ 導入機器の設置の際は、必ず２名以上で行うこと 

 ※３ 転送するデータは、患者データ頭書及びDoデータの基本となるデータ 



【200085】 

2 

３．キッティング作業について

 納品物一覧に記載の機器及びソフトウエアの設置、設定を行い、当該システムを仕様書に

記載の設置（納入）期限までに利用可能な状態とすること。 

また、既設システムから次のデータについて移行すること。 

（１） 患者データ頭書（患者の氏名、年齢、性別、生年月日、保険情報、住所、電話番号、

公費番号、負担割合、ルビ）については、すべて移行すること。 

（２） Doデータの基となるデータ（処方、病名、検査、処置、手術等）は、最低でも１４

か月分を移行すること。 

４．搬入・設置及び借入期間終了後の引き上げ

（１） 本調達機器等の搬入・設置及び借入期間終了後の引き上げは、受注者の責任と負担

において行うものとする。また、借入期間終了に伴う引き上げ等に際して本市及び

他業者との調整が必要な場合、受注者に発生する費用（調整に係る工数等）につい

ては本調達の範囲内とすること。 

（２） 本市の指示する場所に搬入・設置を行い、梱（こん）包箱・残ケーブル等当該機器

の利用に不要なものは撤去すること。搬入・設置は営業日以外の日（木曜日等）で

行うこと。なお、運用開始日以前に当該機器の設置場所の変更が生じた場合は、本

市の指示に従って移設等を行うこと。 

（３） 本調達機器等に付随する CD－ROM 等の電子媒体については、当該機器の運用及

び保守に必要なもののみ本市において保管し、それ以外は受注者において保管する

こと。 

（４） 本調達機器等の取扱いについて記録したもの（取扱説明書等）を、発注者に納品す

ること。 

（５） 搬出入のルート等は本市の指示に従うこと。また、必要な手続きについては遅滞な

く行うこと。 

（６） 導入時、飯南眼科クリニックのスタッフに対する指導や、日常業務の立ち会いなど、

現場が混乱しないよう誠意をもって対応すること。 

（７） 本調達機器の借入期間終了時は、新システムが完全に稼働することを確認した後に、

受注者は既存機器等のうち使用しないこととなる機器等を、本市の施設内より撤去・

搬出すること。その際、各機器を接続している配線についても撤去すること。 

（８） 本調達機器の借入期間終了時は、廃棄に係る撤去・搬出するために必要な全ての経

費（養生品、機材、車両等を含む）は、全て受注者の負担で用意すること。 

（９） 本調達機器の借入期間終了時は、本市の敷地内から搬出する際には、データ復元ソ
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フトウエア等を用いても再度データを入手できないよう「物理的に破壊」又は「磁

気的な破壊」の方法をもって完全にデータを消去してから搬出すること。発注者が

市職員等の立ち会いを求めた場合、応じること。 

５．瑕疵担保責任について

 受注者は本市の請求により、自身の所有する販売元に対する瑕疵担保の請求権を譲渡す

ること。 

担 当 部 署 

松阪市 企画振興部 飯南地域振興局 地域住民課 

健康福祉担当 津村 ℡０５９８－３２－２９２２ 


